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（別紙資料）福井要原子力安全専門委員会への要請書・説明図	
 

【第１項目資料】	
 

◆図１．福島第一原発で、炉内に注入した冷却水がそのまま格納容器を通り抜けて外部に

出ることを示す東京電力の図（平成 25 年 4 月 26 日	
 汚染水処理対策委員会第１回、資

料 2-2、１頁。規制庁も同趣旨の図を資料２-４、１頁で提示）。	
 

 
 
◆図２．設置許可基準規則第５５条及び関電の「審査で説明した対策」と「自主的対策」	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福井県原子力安全専門委員会へ関電提出、平成２７年５月７日「参考資料」２頁 
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◆図３．シルトフェンスの性能を示す図	
 

シルトフェンスの

放射性物質除去率は

１／２程度とされて

いるが、測定点は上

流側ではシルトフェ

ンスのすぐ内側にあ

るものの、下流側で

は横の位置になって

いる。前方の壁で反

射され、拡散しなが

ら戻ってきたものの

濃度を測定すること

になる。 
 
 
【第２項目資料】	
 

◆図４．使用済燃料ピットの安全性	
 

	
 テロで航空機が衝突したときに使用済燃料ピットの側壁や底が破壊されることがないの

か。もし破壊されれば、図のような対策の有効性はどうなるのか、何も説明されていない。 
	
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 

（安全専門委員会平成２７年９月３日資料 No.2, 15頁） 

福井県原子力安全専門委員会	
 平成２７年５月７日「参考資料」３頁の図 
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◆図５．六ヶ所再処理工場の使用済燃料受入・貯蔵プールの現状	
 

	
 関電は使用済

燃料は六ヶ所に

運ぶと答えたが、

そのプールは右

図のように満杯。

本来なら側壁の

修理ができるよ

う１３００トン

でとどめるべき

だった。再処理で

きる見込みも立

っていない。 
	
 

	
 

【第３項目資料】	
 

◆図６．基準地震動評価における不確かさの考慮	
 

	
 下図における不確かさは、「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」の３．３．

３項で考慮するよう規定されている。 

（福井県原子力安全専門委員会平成２７年７月２２日資料 No２, ７頁） 
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◆図７．入倉・三宅式とそのばらつき	
 

	
 審査ガイド 3.2.3
項では、上記の不確

かさとは別に、経験

式のばらつきを考

慮するよう指示。 
	
 右図で最小の切

片ｂ=-10.73 を考慮
すると、地震モーメ

ントは入倉・三宅式

の 5.2倍に。武村式
のばらつきまで考

慮すると、地震モー

メントは入倉・三宅

式の 1１.5倍になる。 
	
 

	
 

【第４項目資料】	
 

◆図８．規制委員会ホームページ資料７頁の図 
	
 右図の左下に運

転開始後３０年と

書かれている点線

より前に、高経年

化技術評価、長期

保守管理方針の審

査を経て認可（保

安規定の認可）を

受けることが明記

されている。つま

り、高経年化技術

評価などは３０年

目を迎える前に審

査を終えているべ

きなのだが、高浜

３・４号はまだ審

査中である。 

（入倉・三宅(2001)図７に点線等を加筆：ｂは直線の切片）	
 

入倉・三宅式	
 
b=‐10.37	
 

武村式	
 
b=‐10.71	
 

最小	
 b=‐10.73	
 

（規制委員会ホームページ「高経年化対策制度について」７頁に赤丸加筆） 
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◆図９．高経年化対策実施ガイド 3.2③、実用炉規則 82 条、原子炉等規制法第 43 の 3 の 24	
 

	
 

【第５項目資料】	
 

◆図１０．免震事務棟等の設置計画（平成２７年７月２２日資料Ｎｏ.１、６頁、関電） 
	
 これら施設は平成３１年３月末に運用開始予定になっている（同資料、７頁） 

原子炉等規制法	
 第四十三条の三の二十四	
 （保安規定） 
 	
 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定（発電用原
子炉の運転に関する保安教育、溶接事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以

下この条において同じ。）を定め、発電用原子炉の運転開始前に、原子力規制委員会の認可を受

けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

高経年化対策ガイド 3.2  ③ 長期保守管理方針の適用期間の始期 
イ  実用炉規則第８２条第１項の規定に基づき策定されたものについては、運転開始後３０年を
経過する日 

実用炉規則	
 第八十二条（発電用原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価）	
 

	
 法第四十三条の三の二十二第一項	
 の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日

以後三十年を経過していない発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の

運転を開始した日以後三十年を経過する日までに、原子力規制委員会が定める発電用原子炉施

設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物（以下「安全上重要な機器等」という。）並び

に次に掲げる機器及び構造物の経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づ

き、十年間に実施すべき当該発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針を策定しなけ

ればならない。（以下略）	
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【第６項目資料】	
 

◆図１１．「高浜発電所第３、４号機	
 ウラン・プルトニウム混合酸化物（ＭＯＸ）燃料に

関するコメント回答について」平成２０年１２月、原子力安全・保安院	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


